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新型コロナウイルス感染症について(情報提供) 

 

謹啓 晩冬の候、時下ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 

平素は、日本臨床衛生検査技師会の事業活動にご協力いただきありがとうござい

ます。 

さて、現在、中国において発生した新型コロナウイルスは、日本を初め世界の

各国で感染症の発生が確認されています。 

本日、自由民主党「新型コロナウイルス関連肺炎対策本部」が開催され、新型

コロナウイルスに関する対応状況等が発表されました。 

つきましては、当該会議資料並びに関係資料を配布致しますので、貴会会員に

対して情報提供され、適切な対応が図られるようお願いいたします。 

なお、添付資料の厚生労働省健康局長通知 令和 2年 1月 28日付け「新型コロ

ナウイルス感染症を指定感染症として定める政令等の施行について(施行通知)に

ついては、令和 2年 2 月 7日から適用するとされていますが、令和 2年 2月 1日

に変更になりましたので、ご注意くださいませ。 

また、本感染症の対応についは、管轄の保健所に確認する等遺漏のないように

されたい。 

 

 

添付資料 

 1 自由民主党 新型コロナウイルス関連肺炎対策本部   資料 

 2 2019-nCoV(新型コロナウイルス)感染を疑う患者の検体採取・輸送マニュア

ル資料 

 3 「新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める政令等の施行につ



いて(施行通知) 

 

○参考資料  感染症の範囲及び類型について 

 ※感染症の分類には、法律で規定されている法定感染症(エボラ出血熱、ペスト等)があり、  

  指定感染症は、政令で規定され原則 1 年間の指定となります。指定感染症になりますと

法定感染症と同様の扱いと成り、入院の医療費については、公費医療負担の制度がある。 
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